
航空自衛隊達第２９号 

 航空自衛隊の教育訓練に関する訓令（昭和４１年航空自衛隊訓令第３号）第７５条

及び第８２条の規定に基づき、航空自衛隊における予備自衛官の招集訓練の実施に関

する達を次のように定める。 

昭和６１年１２月１９日  

 

改正  平成 元年 ２月２８日 航空自衛隊達第 ４号 

      平成 ５年１１月２６日 航空自衛隊達第４２号 

      平成１８年 ７月２６日 航空自衛隊達第３５号 

      平成２７年１０月１９日 航空自衛隊達第５３号 

平成２９年 ６月２３日 航空自衛隊達第２７号 

                令和 元年 ６月２７日 航空自衛隊達第１４号 

                令和 ３年 ３月１７日 航空自衛隊達第１８号 

 

 

航空幕僚長 空将 大村 平      

 

 

航空自衛隊における予備自衛官の招集訓練の実施に関する達（登録報告） 

 

（趣旨） 

第１条 この達は、航空自衛隊における予備自衛官の招集訓練の実施に関して必要な

事項を定めるものとする。 

（招集訓練に関係する部隊等の長の責務） 

第２条 担当方面隊司令官（予備自衛官の招集手続に関する訓令（昭和４５年防衛庁

訓令第３３号）別表に定める区域を担当する航空方面隊司令官をいう。）は、招集

訓練の実施に関して、担当区域内の地区予備自衛官担当部隊等（航空自衛隊の予備

自衛官の任用、服務等に関する達（昭和６１年航空自衛隊達第２４号。以下「任用、

服務等に関する達」という。）第２条第２号に規定する地区予備自衛官担当部隊等

をいう。）の長を指揮又は統制して、当該訓練を実施するものとする。 

２ 地区予備自衛官担当部隊等の長は、招集訓練の実施に関して担当区域内の訓練招

集部隊等（任用、服務等に関する達第２条第３号に規定する訓練招集部隊等をい

う。）の長を指揮又は統制して、当該訓練を実施するとともに、地方協力本部長が



実施する招集訓練の実施結果について把握するものとする。 

４ 部隊等（任用、服務等に関する達第２条第６号に規定する部隊等をいう。）の長

は、訓練招集部隊等の長が実施する招集訓練に関し、訓練招集部隊等の長を支援す

るものとする。 

（招集訓練管理組織） 

第３条 招集訓練に関する業務を実施するための管理組織は、任用、服務等に関する

達第４条の規定を準用する。 

（招集訓練基準） 

第４条 航空自衛隊の教育訓練に関する訓令第７５条に規定する招集訓練基準は、別

表第１のとおりとする。 

（報告） 

第５条 招集訓練に関する実施結果の報告は、別表第２に定めるところによる。 

（委任規定） 

第６条 この達の実施に関し必要な事項は、担当方面隊司令官が定めるものとする。 

附 則 

この達は、昭和６１年１２月１９日から施行する。 

附 則（平成元年２月２８日航空自衛隊達第４号） 

１ この達は、平成元年２月２８日から施行する。 

２ この達施行の際、第６条、第１１条、第１３条、第１７条、第２１条、第２２条、

第２３条、第２５条、第２６条、第２８条、第３６条及び第３７条の規定に基づく

年度の報告等に使用する様式については、昭和６３年度のものに限り従前の例によ

る。 

附 則（平成５年１１月２６日航空自衛隊達第４２号抄） 

１ この達は、平成６年１月１日から施行する。〔後略〕 

附 則（平成１８年７月２６日航空自衛隊達第３５号） 

１ この達は、平成１８年７月３１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数

に限り所要の修正の上使用することができる。 

附 則（平成２７年１０月１９日航空自衛隊達第５３号） 

 この達は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年６月２３日航空自衛隊達第２７号） 

３ 訓練招集部隊等の長は、招集訓練の実施にあたり、予備自衛官が防衛招集等にお

いて任務を遂行し得る能力を付与することを重視するものとする。 



 この達は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月２７日航空自衛隊達第１４号） 

１ この達は、令和元年７月１日から施行する。 

２ この達の施行の際、この達による改正前の達に定める様式で、現に存在するもの

は、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和３年３月１７日航空自衛隊達第１８号） 

１ この達は、令和３年３月１８日から施行する。 

２ この達の施行の際、この達による改正前の達に定める様式で、現に存在するもの

は、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

 



別表第１（第４条関係） 

招  集  訓  練  基  準 

１ 訓練実施の目的 

次の各号に掲げる階級を指定された予備自衛官に対し、当該各号に定める基礎的

能力を付与することを目的とする。 

(1)  空佐 司令部等の幕僚に必要な職務遂行能力 

(2)  空尉 隊長等の補佐に必要な職務遂行能力 

(3)  准空尉または空曹長 小隊長の補佐に必要な職務遂行能力 

(4)  空曹（空曹長を除く。） 分隊長の補佐に必要な職務遂行能力 

(5)  空士 分隊員に必要な職務遂行能力 

２ 実施内容 

  予備自衛官の運用要領を踏まえ、必要な能力を付与するとともに、部隊等の特性

及び個人の練度等に応じた訓練を実施するものとする。 

(1)  招集期間が５日間の場合 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課目 実施内容 
時間 

（基準） 

階級 
実施 

部隊 空佐 空尉 
准尉 

以下 

防衛 

基礎 

訓練 

防衛教 

養 

予備自衛官としての心構え、 

国内外情勢等に関する教育 
２ ○ ○ ○ 

訓練 

招集 

部隊 

等 

基本教 

練 

各個教練、分隊教練 
２ 

 
○ ○ 

基地防 

衛一般 

基地防空、基地警備等、基地 

防衛に関する教育 
２ ○ ○ ○ 

職務訓練 

（注１） 

 

司令部等における幕僚活動 

（演習参加を考慮する。） 

２４ 

○ 
 

職務 

訓練 

実施 

部隊 

等 

（注２） 

現職時の特技における技能維 

持 

 

○ ○ 

基地機能維持に必要な訓練 

（必要に応じ、射撃、警備火 

器取扱を含む。） 

○ ○ 

特定の分野における活動 ○ ○ ○ 

体育訓練 体力測定(注３) ４ ○ ○ ○ 訓練 

招集 

部隊 

等 

受入れ事務 

等 

事務処理、健康診断等 
６ ○ ○ ○ 

合計時間 ４０  



注：１ 職務訓練とは、当該予備自衛官が防衛招集等において配置される予定

の職務に応じた訓練をいう。 

２ 職務訓練実施部隊等とは、当該予備自衛官に対して、別に定める職務

訓練を実施する部隊等をいう。 

３ 体力測定は、別に定める体力測定実施基準における体力測定Ⅰを実施

するものとする。 

(2)  招集期間が１日の場合 

   

    

   

課目 実施内容 時間 

防衛教養  予備自衛官としての心構え、国内外情勢等に関する教育 
８ 

受入れ事務等  事務処理、健康診断等 



別表第２（第５条関連） 

招 集 訓 練 に 関 す る 報 告 

 

 

報告題目 報告種別 報告責任者  提出先（気付） 提出部数 到着期限 報告統制章号 報告様式 

年 度 予 備 自 衛 官 

招 集 訓 練 実 施 報 告 
年 報 担当方面隊司令官 

航空幕僚長 

（人事教育計画

課教育室長） 

１ 翌年度の５月末日 １０－Ｔ１（Ｄ） 付紙様式 



付紙様式 

発簡番号 

発簡年月日 

航空幕僚長 殿 

（人事教育計画課教育室長気付） 

部隊長名        印 

令和○○年度 予備自衛官招集訓練実施報告 

（１０－Ｔ１（Ｄ)） 

１ 招集期間５日間 

(1)  全般 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領 

１ 細部について必要な場合は、別紙を使用するものとする。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

成 果  

訓 練 阻 害 事 項 
 

対 策 

要望事項  

予備自衛官の主な意見  

そ の 他  



(2)  細部 

  （招集期間５日間） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領 

１ 参加者数は、年間を通じての総数をそれぞれ記載する。 

２ 実施時期は、訓練を実施した期間全てについて記載する。 

３ 細部について必要な場合は、別紙を使用するものとする。 

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

地区予備自衛官 

担 当 部 隊 等  
訓練招集部隊等  

訓練別参加者数  体力測定  指定階級別参加者数  健康診断  

実施時期  備考  

防

衛

教

養 
 
 

基

本

教

練 

基

地

防

衛

一

般 
 

職務訓練  体

育

訓

練 

そ

の

他 

６

級

以

上 

級

外 

未

実

施 

空

佐 

空

尉 

准
空
尉
及
び
空
曹
長 

空

曹 

空

士 

計 

要

医

療 

要

観

察 

医

療

不

要 

未

実

施 

幕

僚

勤

務 

現

職

時

の

特

技 

基

地

機

能

維

持 

特

定

の

分

野 

  

                                                  

計                                                  



２ 招集期間１日間 

(1)  全般 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領 

 １ 細部について必要な場合は、別紙を使用するものとする。 

 ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

成 果  

訓 練 阻 害 事 項 
 

対 策 

要望事項  

予備自衛官の主な意見  

そ の 他  



(2)  細部 

（招集期間１日間） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

記載要領 

 １ 参加者数は、年間を通じての総数をそれぞれ記載する。 

 ２ 実施時期は、訓練を実施した期間全てについて記載する。 

 ３ 担当区域内の地方協力本部長の実施した招集訓練についても記載するものとし、訓練招集部隊等は地方協力本部として  

記載する。 

 ４ 細部について必要な場合は、別紙を使用するものとする。 

 ５ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

地区予備自衛官 

担 当 部 隊 等  
訓練招集部隊等  

参加者数  

実施時期  備考  

空

佐 

空

尉 

准

空

尉

以

下 

計 

        

計        


